
秋田労働局職業安定部訓練室

第１回 秋田県地域職業訓練協議会

令和２年度

～説明資料～



能力開発・人材育成支援の概要能力開発・人材育成支援の概要
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従業員のスキルアップ
を図りたい

高度なものづくりを
支える人材になりたい

求職中であり、訓練を
受けてから就職したい

雇用保険を
受給できる

雇用保険を
受給できな

い

ハロートレーニング

離職者訓練

ハロートレーニング

障害者訓練

ハロートレーニング

求職者支援訓練

ハロートレーニング

学卒者訓練

ハロートレーニング

在職者訓練

生産性向上支援訓練

事務・ｻｰﾋﾞｽ系の
訓練を受けたい

社会人としての基礎
的技能を学びたい

実践的な技能も
併せて学びたい

委託訓練

基礎コース

実践コース

ものづくり系の
訓練を受けたい

施設内訓練

能力開発・人材育成支援に関する整理図

〇 企業内での人材育成、個人の主体的な能力開発、セーフティーネットとしての公的職業訓練等により人材育成を促進し、その結果として

労働者の就職実現・処遇改善、企業の生産性向上、地域経済の発展につなげるといった、好循環を生み出すことが重要。

※ 人材開発支援助成金（事業主）

自発的にスキルアップ
を図りたい

※  教育訓練給付金（個人）
厚生労働大臣指定の

教育訓練講座

２

ハローワークのあっせん
（受講指示、受講推薦）



３



公的職業訓練の実施状況公的職業訓練の実施状況
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公的職業訓練【求職者支援訓練・委託訓練・施設内訓練】の実施状況

①計画数と開講定員の推移 ②開講定員と受講者数の推移
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コース別実施状況

【令和元年度開講分】 【令和元年度修了分】

コース数 開講定員 受講者数 充足率 コース数 修了者数 就職者数 就職率

25 310 190 61.3 25 180 95 52.8

12 148 84 56.8 12 86 44 51.2

13 162 106 65.4 13 94 51 54.3

ＩＴ系(情報処理) 3 45 35 77.8 3 30 15 50.0

営業・販売、事務系 6 68 39 57.4 6 36 18 50.0

医療事務・歯科助手系 0 0 0 － 0 0 0 －

介護福祉系 2 24 9 37.5 2 7 6 85.7

デザイン系 1 15 15 100.0 1 15 9 60.0

理容・美容関連系 1 10 8 80.0 1 6 3 50.0

求職者支援訓練実施状況１

全　　　　　体　　　　　計

基　　礎　　コ　　ー　　ス

実　　践　　コ　　ー　　ス

【基礎コース】・・・社会人としての基礎的能力及び短時間で取得できる技能等を習得できる技能等を習得する訓練（主にパソコン操作等）

【実践コース】・・・就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を取得する訓練

６



求職者支援訓練実施状況２
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コース別実施状況

【令和元年度開講分】 【令和元度修了分】

コース数 開講定員 受講者数 充足率 コース数 修了者数 就職者数 就職率

61 892 704 78.9 57 638 383 60.0

19 260 192 73.8 18 176 102 58.0

25 377 295 78.2 22 248 144 58.1

17 255 217 85.1 17 214 137 64.0

24 360 324 90.0 25 333 182 54.7

13 200 163 81.5 11 130 79 60.8

5 80 56 70.0 5 53 37 69.8

12 185 127 68.6 11 104 74 71.2

7 67 34 50.7 5 18 11 61.1長期高度人材育成コース

地
域
別

科
　
目
　
別

情 報 （ パ ソ コ ン ） 系

販 売 、 一 般 事 務 系

医 療 事 務 系

介 護 福 祉 系

大 曲 技 術 専 門 校 分

委託訓練実施状況１

全　　　　　体　　　　　計

鷹 巣 技 術 専 門 校 分

秋 田 技 術 専 門 校 分
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委託訓練実施状況２

科目別充足率の推移 科目別就職率の推移
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コース別実施状況

【令和元年度開講分】 【令和元年度修了分】

コース数 開講定員 受講者数 充足率 コース数 修了者数 就職者数 就職率

26 362 263 72.7 23 245 181 73.9

2 40 34 85.0 2 34 23 67.6

24 322 229 71.1 21 211 158 74.9

4 60 43 71.7

2 23 18 78.3

4 40 31 77.5 4 25 25 100.0

4 52 23 44.2 4 20 18 90.0

1 10 6 60.0

4 60 56 93.3 4 48 39 81.3

4 60 52 86.7 4 49 39 79.6

2 30 14 46.7 2 36 13 36.1

2 20 10 50.0

2 12 5 41.7

はデュアルコース（企業実習等が付属されているコース）

施設内訓練（離職者訓練）実施状況1

全　　　　　体　　　　　計

鷹 巣 技 術 専 門 校 分

ポ リ テ ク セ ン タ ー秋 田分

テクニカルオペレーション科

金 属 加 工 技 術 科

電 気 設 備 技 術 科

電気・通信施工技術科

ビ ル 管 理 技 術 科

建 築 CAD 施 工 科

住宅リフォームデザイン科

電 気 設 備 技 術 科

機 械 加 工 技 術 科

建 築 RC 施 工 科 建築CAD施工科に名称変更

廃止

テクニカルオペレーション科に名称変更
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施設内訓練実施状況２
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公的職業訓練の課題と取組状況公的職業訓練の課題と取組状況

１２



課 題

○ 訓練制度（訓練内容）の更なる周知が必要である。

○ 委託訓練（県）は、訓練科目、実施時期とも年間で設定済みであるが、求職者支援訓練（国）は、四半期毎の認定申請
次第なので、委託訓練の年間計画を情報提供しているものの、同一地域、かつ、類似の訓練科目において開始時期が近く
なると求職者支援訓練の受講希望者が極端に減少する傾向にある。

○ 介護職で人材不足の一方で、介護系訓練の充足率が低調である。

１ 訓練生の確保

公的職業訓練の課題と取組状況

1３

求職者支援訓練（元年度開講） 委託訓練（元年度開講）

コース名（実践ｺｰｽ） 充足率（％） コース名 充足率

ＩＴ系（情報処理） ７７．８ 情報（パソコン）系 ９０．０

営業・販売、事務系 ５７．４ 販売、一般事務系 ８１．５

介護福祉系 ３７．５ 医療事務系 ７０．０

デザイン系 １００．０ 介護福祉系 ６８．６

理容・美容系 ８０．０ 長期高度人材育成コース ５０．７



公的職業訓練の課題と取組状況

１ 訓練生の確保

取 組 （予定） 状 況

〇県・機構秋田支部・労働局の訓練担当者による「令和２年度第１回地域訓練協議会ワーキング・チーム」を８月４日に開催。
第２回目は１２月上旬に開催予定。

○ハローワークでは窓口での情報提供のほか、次のような周知を行っている。
①受講者募集のリーフレット等の所内掲示・配付【前年度から継続】
②訓練日程や受講者募集情報の求人検索機による提供【前年度から継続】
③就職支援のためのセミナーでの講座開設及び雇用保険受給者への初回講習での説明【前年度から継続】

(応募者が少ない訓練コースについては、適格者を選定して個別の受講案内を行っている)
④地方自治体ホームページへの受講者募集情報掲載【前年度から継続】
⑤持ち帰り用求人情報に訓練チラシへダイレクトにアクセスできるQRコードを表示【令和２年度新規】（別添１参照）

〇公的職業訓練PR用チラシの作成・配付を行っている。【令和２年度新規】（別添２参照）
スマホ需要の高まりからQRコードを効果的に活用し、訓練風景の動画や、チラシ（カリキュラム）等にダイレクトに
アクセスできるように工夫。秋田市のホームページでもチラシを掲載。

〇訓練希望者との相談を円滑に行うため、ハローワーク職員の訓練受講見学（介護系）を行う。（令和２年度予定）

○ハロトレアンバサダー（AKB48 ﾁｰﾑ8）による広報。令和２年度はポスターによる広報のみ実施。 （別添３参照）

○10月にFMラジオの秋田労働局ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝの時間を利用してハロートレーニングの周知を実施。【前年度から継続】

１４



１５

別添１



《公共訓練（委託訓練）》
原則、雇用保険受給者を
対象とした職業訓練です

◆ 令和２年度開催予定のコース一覧や
カリキュラム等がご欄になれます。

《公共訓練（施設内訓練）》
ポリテクセンター秋田内での訓練
風景の動画がご覧になれます

ハロトレは
受講料が無料です。

受講するためには一定の
要件がありますので、詳し
くはお近くのハローワーク
へお尋ねください。

ハロートレーニング（ハロトレ）とは・・・

新たなスキル（知識と技能）アップにチャレンジする
全ての皆さんをサポートする公的職業訓練の愛称です。

（※）上記二次元コードでの閲覧はパケット通信料が発生します。特に長時間の動画を視聴される場合は、Wi-Fi環境でご使用になるなどご注意ください。

二
次
元

コ
ー
ド
を

読
み
込
ん
で

み
て
ね
。

ハロトレくん

《求職者支援訓練》
原則、雇用保険受給者以外の方を

対象とした職業訓練です

◆ 現在の募集コースなどが
ご覧になれます。

◆ ハロトレQ&Aが
ご覧になれます。

◆ 円楽とシロによるハロートレーニング（求職者
支援制度）の解説動画がご覧になれます。(32分17秒)

～令和２年度版～

厚生労働省 秋田労働局 秋田県 各技術専門校
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部
秋田職業能力開発促進センター

ポリテクセンター秋田

別添２

１６



別添３
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公的職業訓練の課題と取組状況

２ 訓練科目の設定等

１８

取 組 （予定） 状 況

○資格を必要とする求人と資格を所持している求職者の割合を比較したバランスシートを作成し分析・検討を行っている。

○ワーキング・チームなどで、受託事業所の減少原因の分析とその対策の検討を行う。
また、受託事業所の少なく訓練機会の乏しい地域において、オンラインによる訓練実施の検討を行う。

○新たなコース設定の検討においては、デジタル技術を利活用できる人材を育成していくため人材のリスキリング（再教育）、
やスキルアップの支援強化を軸に行うほか、キャリアチェンジ支援を視野に入れて検討する。

課 題

○訓練コース設定がやや固定化しており、新規に柔軟なコースの設定が難しくなっている。

○県北、県南地域は求職者支援訓練の認定事業所が少なく実施状況に偏りがみられる。

○社会情勢に即したコース設定の検討。



公的職業訓練の課題と取組状況

３ 訓練受講者の就職支援

１９

課 題

○求職者支援訓練の就職率が、委託訓練・施設内訓練と比較して平均的に低調である。

○Ｗｅｂを活用した事業所情報の収集、面接等の支援が必要。

59.5% 56.8% 55.7% 54.2% 52.8%

75.2%
71.3%

75.0%
72.7% 74.1%

79.3%
85.2% 82.2% 81.7%

77.2%

44.4%

45.4% 45.2% 45.1%

44.0%

40.0%

41.0%

42.0%

43.0%

44.0%

45.0%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

百

訓練修了者等の就職率の推移

支援訓練就職率 委託訓練就職率 施設内訓練就職率 秋田県就職率



公的職業訓練の課題と取組状況

３ 訓練受講者の就職支援

取 組 （予定） 状 況

【ハローワークでの支援】

○ハローワークから訓練施設へ求人情報の定期的な提供を行っている。

○委託訓練について、訓練終了の１ヶ月前に「就職活動日」を設定し、ハローワークでの職業相談を実施している。

○求職者支援訓練については、ハローワーク指定来所日に、ハローワークが事前に示した計画に沿って就職に向けた活動
を行っているか確認し、必要な助言を行っている。

○応募事業所で、訓練受講者がどのような内容（カリキュラム等）の訓練を受講してきたか容易に理解できるよう、応募書類
に訓練カリキュラムを添付することを検討中。

【訓練施設での支援】

○ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施、応募書類の作成・面接指導等を行っている。

○既に自社の機材活用し、Web面接の支援を行っている訓練施設もあるが、今後、拡充を図って行く。

２０



令和３年度における

職業訓練計画の方向性
令和３年度における

職業訓練計画の方向性

２１



令和３年度秋田県職業訓練実施計画策定の方向性について（案）

１ 「令和３年度全国職業訓練実施計画の策定にあたっての方針（案）」を踏まえ、県内の地域事情も
考慮し計画の策定を行う。

○ 最新の実績（充足率・就職率等）を踏まえた訓練分野・実施地域の設定。
○ 事業主、求職者のニーズを踏まえた訓練分野・実施地域の設定。

２ 公的職業訓練の各訓練間での調整を強化する。

○ 国家資格等の取得を目指す「長期高度人材育成コース」が大幅に削減されるため、他の訓練について訓練
分野、実施地域、実施時期などを柔軟に調整。

３ リカレント教育の推進並びに企業におけるリスキリング（再教育）の支援を強化する。

○ 育児等でキャリアを中断した女性等の再就職を支援するため、託児サービス付き訓練の拡充。
○ 多様化する働き方等の時代ニーズに応じたスキルアップやキャリアチェンジに対応した訓練の拡充。

４ 雇用と福祉の連携による離職者への介護分野への就職支援を行う。(※令和３年度概算要求中）

○ 訓練機関及び福祉人材センターの連携強化による就職支援、介護分野向け訓練枠の拡充、訓練への職場
見学・職場体験の組み込み等。
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令和２年度全国職業訓練計画 令和３年度計画に向けた議論のためのたたき台

１　公共職業訓練（離職者訓練）

①対象者数・ ・施設内訓練：23,000人 ・施設内訓練：24,000人

 　就職率目標 　　　　　　　（うち日本版デュアルシステム2,000人) 　　　　　　　（うち日本版デュアルシステム2,000人)

・委託訓練：135,164人 ・委託訓練：135,287人

　　　　　　（うち長期高度人材育成コース 27,000人) 　　　　　　（うち長期高度人材育成コース  9,000人)

　　　　　　（うち日本版デュアルシステム  8,500人) 　　　　　　（うち日本版デュアルシステム  4,000人)

・就職率目標：施設内訓練 80％、委託訓練 75％ ・就職率目標：施設内訓練 80％、委託訓練 75％

②訓練内容

・ものづくり分野の IOT 技術等第４次産業革命の進展に対応した職業訓練を実施。

・多様な民間教育訓練機関を活用し、育児中の女性等のリカレント教育に資する職業訓練を実施。

　ができる長期の訓練コースの実施を推進。

・社会人が標準的に装備しておくべきIT理解・活用力を習得する訓練コースを実施するほか、地域レベルのコンソーシアム

　により、開発したコースの設定を促進。

③効果的な訓 ・産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練科を見直す。

　練実施のた ・訓練科の定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、原因の把握及び分析を行った上で、訓練内容等の見

　めの取組 　直しを図る。

・公共職業安定所との連携強化の下、ジョブカードを活用したキャリア・コンサルティング、求人情報の提供等の計画的な

　就職支援を実施。

・訓練修了時点で就職が決まらない可能性のある受講生に対しては、訓練終了前から公共職業安定所に誘導するなど就職支援

　の徹底を図る。

・委託訓練については、就職実績に応じ委託費を支給するほか、都道府県労働局、地方公共団体、労使団体等関係機関の協働
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　付き訓練コースの設定を推進。

・これまで能力開発機会に恵まれなかった非正規雇用労働者を対象として、国家資格の取得等により、正社員就職に導くこと

　により、産業界や地域の人材ニーズに即した訓練カリキュラムの開発・検証等を推進することにより、就職率の向上を図る。

・出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託児サービス

令和３年度全国職業訓練実施計画の策定に当たっての方針（案）

・離職者訓練については、地域における離職者等の多様な就業ニーズ及び企業の人材ニーズに応じた支援を実施。

・施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関では実施できない「ものづくり分野」において実施。

・雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所出所者、定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする

　求職者に対して、それぞれの特性に応じた職業訓練を実施。



令和２年度全国職業訓練計画 令和３年度計画に向けた議論のためのたたき台

２　公共職業訓練（在職者訓練）

①対象者数 ・在職者訓練：66,000人 ・在職者訓練：64,000人

・生産性向上訓練：25,300人 ・生産性向上訓練：39,500人

・IT理解・活用力習得訓練：13,000人

②訓練内容 ・産業構造の変化、技術進歩等による業務の変化に対応する高度な技能及びこれに関する知識を習得させるに真に高度な訓練

　であって、都道府県等又は民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施。

・IOT 技術等第４次産業革命に対応した職業訓練を実施。

・全国の能開法第15条の７第１項第４号に基づく職業能力開発 ・全国の能開法第15条の７第１項第４号に基づく職業能力開発

　促進センター等に設置した「生産性向上人材育成支援セン 　促進センター等に設置した「生産性向上人材育成支援センタ

　ター」による在職者訓練のコーディネートや生産性向上のた 　ー」による在職者訓練のコーディネート等や生産性向上に

　めの支援、IT理解・活用力を習得するための事業主支援等を 　必要な、生産管理、IT 利活用等を習得するための事業主支

　行い、民間人材等を活用した在職者訓練を拡充することによ 　援を行い、民間人材等を活用した在職者訓練を実施すること

  り、中小企業等の労働生産性向上に向けた人材育成を支援。   により、中小企業等の労働生産性向上に向けた人材育成を

　 　支援。

・70歳までの就業機会の確保に向けた中高年齢者に対する訓練を実施。

③効果的な訓 ・地域の中小企業事業主等の人材ニーズ等を把握した上で、ニーズに即した訓練科、実施方法により、訓練を実施。

　練実施のた

　めの取組

３　公共職業訓練（学卒者訓練）

①対象者数 ・5,800人 ・5,800人

（うち専門課程4,000人（うち日本版デュアルシステム 300人） （うち専門課程4,000人（うち日本版デュアルシステム 200人）

　応用課程 1,700人、普通課程 100人） 　応用課程 1,700人、普通課程 100人）

②訓練内容 ・ものづくり現場の戦力となる高度な実践技能者を育成するための訓練を実施。

・第４次産業革命の進展に対応するため、特に、ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を

　養成するための職業訓練を実施。

③効果的な訓 ・産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練科を見直す。

　練実施のた ・訓練科の定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、原因の把握及び分析を行った上で、訓練内容等の

　めの取組 　見直しを図る。

・低所得世帯の者に対し、経済的負担を軽減することにより、職業に必要な技能・技術・知識を習得する機会の強化を図る

　ため、支援措置を実施。
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４　公共職業訓練（障害者訓練）

①対象者数 ・6,830人（うち委託訓練 3,850人） ・6,730人（うち委託訓練 3,800人）

・就職率目標：施設内訓練 70％、委託訓練 55％ ・同左

②訓練内容 ・精神障害者を始めとする職業訓練上特別な支援を要する障害者を障害者職業能力開発校において重点的に受け入れる。

・民間企業等に対して委託する障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースに重点を

　置き、精神障害者向けの訓練コース設定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害

　者の確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託先の新規開拓に取り組む。

・一般の職業能力開発校において、精神保健福祉士等の配置、精神障害者等の受入れに係るノウハウ普及・対応力強化に

　取り組むことにより、精神障害者等を受け入れるための体制整備に努める。

③効果的な訓 ・就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練科を見直す。

　練実施のた ・訓練科の定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、原因の把握及び分析を行った上で、訓練内容等の見

　めの取組 　直しを図る。

・「職業能力開発施設における障害者職業訓練の在り方について」（障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告書）

　の実現に向けた取組を推進する。

５　求職者支援訓練

①訓練規模・ ・27,613人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模48,440人 ・予算編成過程において調整

　就職率目標 　を上限とする。

※第一次補正予算により対象人員の拡充を行い、50,000人に

　訓練機会を提供するため、訓練認定規模86,207人を上限

としている。

・雇用保険適用就職率目標：基礎コース 58％、実践コース 63％

②基礎と実践 基礎コース　50％程度　　　・　　　実践コース　50％程度

　の割合

③実践コース 実践コース　訓練認定規模の50％ 実践コース　訓練認定規模の50％

　の重点 　うち全国共通分野 　うち全国共通分野

（全国共通分野） 　    介護系　　　　　３分野の割合は、地域の実情に応じて 　    介護系　　　　　３分野の割合は、地域の実情に応じて

　 　医療事務系　　　　　次の範囲で設定。　 　医療事務系　　　　　次の範囲で設定。　　 

   　 情報系             　 情報系          

　【下限】介護：20％程度、医療事務系：５％程度、情報系：５％程度 　【下限】介護：20％程度、医療事務系：５％程度、情報系：10％程度
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５　求職者支援訓練

④新規参入の 　基礎コース　　　　　上限値：20％ 　基礎コース　　　　　上限値：30％

　上限 　実践コース　　　　　上限値：20％ 　実践コース　　　　　上限値：30％

※　新規枠は必ず設定し、かつ、上に掲げた値を超えてはならないが、ある認定単位期間で実績枠に余剰定員が発生した場合

　は、枠の活用のために同一認定単位期間内で、新規枠へ振り替えることも可能とする。

⑤地域ニーズ ・基礎又は実践コースで少なくとも１訓練コース分を設定

　枠 ・特定の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域について設定

・都道府県の訓練認定規模の10％以内 ・都道府県の訓練認定規模の20％以内

⑥その他 ・成長分野、人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の動向及び求人ニーズを踏

　まえる。

・育児中の女性等で再就職を目指す者、東日本大震災の被災者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者、コミュニ

　ケーション能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等の不安定就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定

　な就労についている者や無業状態の者など、対象者の特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定にも努めることとする。

　　特に出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託児

　　サービス付き訓練コースの設定を推進する。
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